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TEL : 048-647-4075 E-mail : projinzai@saitama-j.or.jp
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	補助対象事業
	次の条件により､副業・兼業人材を確保した場合  ① 具体的な事業計画に基づき副業・兼業人材を確保すること  ② 契約日が 令和８年４月１日から令和９年１月３１日までであること  ③ 契約期間が６か月以内であること  ④ 確保した人材が受入企業の役員の３親等以内の親族でないこと  ⑤ 人材紹介手数料の支払が令和９年３月１０日までに完了すること  ⑥ 委託業務が完了し、精算の上、令和９年３月１０日までに 　  副業・兼業人材への報酬の支払が完了すること
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	次の条件により､デジタル人材（副業・兼業人材を含む）を採用した場合  ① 具体的な事業計画に基づきデジタル人材を採用すること(１社につき１名)  ② 就業開始日が 令和８年４月１日から令和９年１月３１日までであり、  　 １か月以内に退職又は契約解除していないこと  ③ 紹介人材が受入企業の役員の３親等以内の親族でないこと  ④ 人材紹介手数料の支払が令和９年３月１０日までに完了すること
	補助対象経費
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	補 助 率
	補助対象経費の ２分の１ （千円未満切り捨て） ただし、過去に本補助金または「埼玉県デジタル人材確保支援事業補助金」の交付を受けたことがある場合は、 補助対象経費の ３分の１ （千円未満切り捨て）
	補助限度額
	１５０万円 （１社につき１名） ただし、過去に本補助金または「埼玉県デジタル人材確保支援事業補助金」の交付を受けたことがある場合は、１００万円 （１社につき１名）
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